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第４回 医療機関等の消費税問題に関する検討会 

                   平成２８年８月３日（水） 

                           午後１時より３時   

                    日本医師会館 ５０６会議室 

次    第 

 

１．開 会（午後１時） 

２．挨 拶    

３．議 事 

（１）第３回医療機関等の消費税問題に関する検討会(H28.6.7)以降の取組

みについて 

（２）「実態の正確な把握」について 

（３）今後の要望活動について 

（４）その他意見交換 

４．閉 会（午後３時） 
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設置要綱 

 

・検討会名 医療機関等の消費税問題に関する検討会 

 

・設置期間 平成 28 年 7 月 26 日～平成 28 年 12 月 31 日 

 

・設置目的 平成 28 年度税制改正大綱に於いて「平成 29 年度税制

改正に際し、総合的に検討し、結論を得る」とされたことを踏まえ、

厚労省、及び三師会・四病協間にて抜本的な解決の検討を行う。 

       

（参考） 『平成 28年度税制改正大綱』(自民党・公明党) より抜粋 

(検討事項) 

医療に係る消費税等の税制のあり方については、消費税率が 10%に引き上げられ

ることが予定される中、医療機関の仕入れ税額の負担及び患者等の負担に十分

に配慮し、関係者の負担の公平性、透明性を確保しつつ抜本的な解決に向けて

適切な措置を講ずることができるよう、実態の正確な把握を行う。税制上の措

置について、医療保険制度における手当のあり方の検討等とあわせて、医療関

係者、保険者等の意見、特に高額な設備投資にかかる負担が大きいとの指摘等

も踏まえ、平成２９年度税制改正に際し、総合的に検討し、結論を得る。 

 

 

・委員  別紙の通り 

・担当副会長 今村聡 副会長 

・担当常任理事 今村定臣 常任理事 

・副担当常任理事 鈴木常任理事 温泉川常任理事 

・事務局担当課 年金・税制課 
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医療機関等の消費税問題に関する検討会 委員名簿 

 

 

谷内 繁 厚生労働省審議官（医療保険担当） 

濵谷 浩樹 厚生労働省審議官（医療介護連携担当） 

度山 徹 厚生労働省参事官（社会保障担当） 

中村 博治 厚生労働省医政局 総務課長 

矢田貝 泰之 厚生労働省保険局医療課 保険医療企画調査室長 

瀬古口 精良 日本歯科医師会 常務理事 

森 昌平 日本薬剤師会 副会長 

永田 泰造 日本薬剤師会 常務理事 

梶原 優 日本病院会 副会長 

西澤 寛俊 全日本病院協会 会長 

伊藤 伸一 日本医療法人協会 会長代行 

長瀬 輝諠 日本精神科病院協会 副会長 
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（１）医業における控除対象外消費税問題は、前述したように、長期検討し、

提言してきたところであるが、その実現は常に先延ばしされてきた。しか

し、平成 28 年度税制改正大綱では、平成 29 年度税制改正で結論を得ると

いうことで、その実現時期が明確にされた。 

（２）他方、日本医師会をはじめ医療界側は、医業の経営形態の差異に対応し

て控除対象外消費税解消の利害が異なることもあって、一本化した解消策

を提言（要求）できないでいる。それが、立法当局の解決先延ばしの口実

にも使われてきた。 

（３）そこで、平成 29 年度税制改正要望に当たって、控除対象外消費税解消の

一本化を図る必要がある。そこで、委員会の概ねの賛同を得たところであ

るが、現行の非課税制度を前提として、当局が診療報酬に仕入税額相当額

として上乗せしている 2.89％相当額（注）を上回る仕入消費税額を負担

している場合には、その超過額の税額控除（還付）を認める新たな制度を

提言する。これは、病院側が要求する課税制度の変更が、政治情勢や国民

的理解上で困難と認められることからみて、次善の策であると考えられ

る。それに、病院等が大規模な設備投資を行った時には、それに係る仕入

消費税額を全額控除できることにもなる。また、中小の診療所においては、

課税制度変更によるいわゆる「引きはがし」の問題も心配しないで済むし、

仕入消費税額が多額になった年（年度）には、税額還付を求めることがで

きることになる。 

(注) 内訳は、平成元年の 0.76％、平成 9 年の 0.77％、平成 26 年の 1.36％。 

（４）なお、このような制度が円滑に実施されるためには、診療報酬に上乗せ

される仕入税額相当額（現行 2.89％）が明確にされていなければならな

い（診療報酬の決定において、政治的決着であいまいにされないようにし

なければならない）。 

（５）以上のような制度については、租税理論の見地から問題視する向きもあ

るものと考えられる。しかし、実額控除と概算控除が並存する制度につい

ては、例えば、給与所得者に対しては、概算経費といわれる給与所得控除

制度が採用されているが（所得税法 28 条）、特別の通勤費用等の特定支

出の額が当該給与所得控除額の 2 分の 1 を超えた場合に、その超過額の控

除も認められていること（所得税法 57 条の 2）が参考になる。  

 

日本医師会 医業税制検討委員会答申（平成 28 年 3 月） 

Ⅰ．控除対象外消費税の解消策、5.まとめ（提言）（P63,64） 
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平成 29年度税制改正の主なプロセスについて（例年ベースの場合） 

 

 

平成 28年 

 

６月～８月 厚生労働省における検討・調整 

 

８月末 税務当局（財務省・総務省）へ厚生労働省の要望書を提出 

 

９月～11月 税務当局から厚生労働省に対してヒアリング 

 

11月上旬頃 自民党厚生労働部会・公明党厚生労働部会 重点要望決定 

 

11月中旬～12 月上旬頃 自民党税制調査会・公明党税制調査会・与党税制協議会で議論  

 

12月上旬頃 税制改正大綱決定 
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医療機関等の設備投資に関する調査（平成25年実施）の概要

1

（『中医協 総2-2 25.9.25』を基に作成）

2

（余白）
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調査の内容等

１．目的：
● 病院、一般診療所、歯科診療所及び保険薬局における設備投資の状況を把握し、
消費税率引上げに対する手当ての検討に必要な基礎資料を整備すること

２．調査対象期間：
● 原則として平成24年３月までの直近５事業年（度）

３．調査項目：
● 施設種類（病院、一般診療所、歯科診療所、保険薬局）別の、資産１件あたり投資金額や投資件数の傾向
● 資産種類（建物（※1）、構築物（※2） 、器械備品（※3） 、車両、ソフトウェア等）別の、投資金額や投
資件数の傾向

● 年度別の総収入額に対する投資額の比率
● 医療機器等の分類別の、投資金額や投資件数の傾向 等
※１ 建物には増改築を含む ※２ 構築物：駐車場、門、塀等 ※３ 器械備品：医療機器等

４．固定資産台帳及び調査票の回収率

3

調査対象 回収数 回収率

病院 1,000 129 12.9%

一般診療所 1,000 104 10.4%

歯科診療所 1,000 135 13.5%

保険薬局 1,000 135 13.5%

※回収数は、固定資産台帳と調査票への回答を、両方提出した医療機関等の数

調査の結果①

4

１．各年度の総投資額の状況：

年度による変動が大きい

21年度 22年度 23年度

全施設 666億円 1,017億円 978億円

病院 653億円 1,004億円 967億円

一般診療所 7.0億円 7.7億円 4.8億円

歯科診療所 3.1億円 2.4億円 3.7億円

保険薬局 2.2億円 2.2億円 2.5億円

２．１件当たり投資価額が高額な投資の状況：

建物・器械備品の割合
（総額ベース）

総投資額に対する割合

件数ベース 総額ベース

病院
（1億円以上の資産）

建物：5割強
器械備品：4割強

１％ 5割強

一般診療所
（500万円以上の資産）

建物：5割強
器械備品：3割

７％ 5割強

歯科診療所
（500万円以上の資産）

建物：5割弱
器械備品：2割強

６％ 4割強

保険薬局
（500万円以上の資産）

建物：7割弱
器械備品：2割強

５％ 4割強 注）器械備品：院内情報管理シス
テム、リニアック、MRI等



調査の結果②
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３．総収入に対する投資額比率の状況：

○ 投資額比率20％以上及び10％以上の病院における投資総額の、回答した全病院の総収入額に対
する比率

21年度 22年度 23年度

病院 6.7％ 9.3％ 9.0％

一般診療所 4.8％ 3.9％ 1.6％

歯科診療所 4.7％ 2.8％ 3.0％

保険薬局 1.1％ 0.7％ 0.4％

施設種類間の差異が大きい

○ 施設ごとの総収入額に対する投資額比率は、年度単位で見れば、同じ施設類型においても単純平
均を大きく下回るか大きく上回る医療機関等が非常に多く、その高低が極端な状況となっており、
特に後者の間でその水準に大きな相違が見られる
⇒次ページのヒストグラム参照

21年度 22年度 23年度

投資額比率20％以上の病院 1.7％ 4.4％ 4.1％

投資額比率10％以上の病院 3.9％ 6.9％ 5.9％

年度による変動が大きい

90

8 3 5 2 2 4 1 0 0 6
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

施
設
数

歯科診療所

70

6 5 4 3 1 1 0 0 1 0
0

10
20
30
40
50
60
70
80

施
設
数

一般診療所

63

22
11 9

4 3 2 3 1 1
7

0
10
20
30
40
50
60
70

施
設
数

病院

104

8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0

20

40

60

80

100

120

施
設
数

保険薬局

参考：投資額比率（投資額／総収入額）の分布（平成23年度）
※医療機関等の設備投資に関する調査結果報告書（P.14～P.18）をヒストグラムにしたもの

平均値：6.1%
施設数：126

平均値：1.7%
施設数：91

平均値：3.5%
施設数：121

平均値：0.4%
施設数：114
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調査の結果③
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４．資産種類別の投資の状況：

建物 器械備品

病院 36.0％ 57.6％

一般診療所 35.7％ 44.4％

歯科診療所 25.9％ 43.2％

保険薬局 40.0％ 35.8％

すべての施設種類に共通して、
建物、器械備品に対する投資が多い

（総額ベース）

５．医療機器等に対する投資の状況：

主な医療機器等の割合
医療機器等の総投資額

に対する割合

病院
（1億円以上の医療機器等への投資）

医療情報システム用機器：4割以上
画像診断システム：4分の1以上

5割弱

一般診療所
（5百万円以上の医療機器等への投資）

画像診断システム：5割強
治療用または手術用機器：2割強

4割弱

歯科診療所
（5百万円以上の医療機器等への投資）

画像診断システム：5割強
歯科用機器：4割強

4割強

保険薬局
（5百万円以上の医療機器等への投資）

調剤用機器：6割強
医療情報システム用機器：4割弱

５割弱

（総額ベース）

調査の結果④
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○ 調査に回答した医療機関等の投資は、実額についても、収入に対する比率につ

いても、年度による変動が大きく、施設ごとの投資額比率は年度単位で見れば同

じ施設類型においてもその高低が極端な状況にあり、過去の医療経済実態調査に

おける投資実額の数字も年度による変動が大きかったことも併せて考えれば、年

度ごとの投資実績に応じた償還について、必要な財源規模を正確に見込むことは

困難ではないか。

○ 調査に回答した医療機関等においては、建物、医療情報システム、歯科用機器、

調剤用機器、車両などに対する投資の比率が高く、過去の医療経済実態調査にお

いても投資実績に占める建物投資の比率が高いという結果となっており、個別の

診療行為との対応関係が明確でない投資が大宗を占めていると言えるのではない

か。




